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2024 年度 第 3 回 10 月 

阪大本番レベル模試 
歴史総合，日本史探究 採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点以内のものは太字・アミカケ☐☐で，２点以内のものは二重線□□で，１点以内のも

のは下線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項

に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字・略字を含む表記，②漢字で記すべき語句のひら

がな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点から漢字1文字

分につき１点減点とするが，同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞれを減点の対象とす

るのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点とする。 

３．「200字程度」とは認めがたい字数の答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

２．<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 
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(Ⅰ) 
◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 
◎藤原氏北家の人物① 

a 藤原冬嗣 ………２点以内 

b 嵯峨天皇の時代に際した ………１点以内 

c 藤原仲成・(藤原)薬子が滅ぼされた平城太上天皇の変に際した ………２点以内 

d 天皇の秘書官長としての蔵人頭に任じられた ………２点以内 

※b より前のこととしている場合は加点対象外 

◎藤原氏北家の人物② 

e 藤原良房 ………２点以内 

※a の前代の人物としている場合は加点対象外 
f 承和の変で伴健岑・橘逸勢を退けた ………２点以内 

※b・c・d より前のこととしている場合は加点対象外 
g 清和天皇を立てた ………１点以内 

※b・c・d・f より前のこととしている場合は加点対象外 
h 天皇の政務を代行する摂政になった ………２点以内 

※b・c・d・f・g より前のこととしている場合は加点対象外 
i 伴善男が流罪となった応天門の変で伴氏や紀氏を没落させた ………３点以内 

※b・c・d・f・g より前のこととしている場合は加点対象外 
◎藤原氏北家の人物③ 

j 藤原基経 ………２点以内 

※a・e の前代・前々代の人物としている場合は加点対象外 
k 光孝天皇のもとで天皇を補佐する関白に就いた ………３点以内 

※b・c・d・f・g・h・i より前のこととしている場合は加点対象外 
l 宇多天皇の時代の阿衡の紛議により関白の政治的地位を確立した ………３点以内 

※b・c・d・f・g・h・i・k より前のこととしている場合は加点対象外 

(Ⅱ) 

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 
◎鎌倉幕府の「政策」 

a 承久の乱後にとられた ………３点以内 

b 後鳥羽上皇方から所領を没収して御家人をその地の地頭に任じた ………３点以内 

c 地頭が年貢を納めないという問題を生じさせた ………２点以内 

◎荘園領主 

d (鎌倉)幕府に地頭を訴えた ………２点以内 

e 地頭請所の契約を結んだ ………３点以内 

f 地頭に現地の管理を任せて一定の年貢納入を請け負わせた ………２点以内 

g 下地中分の取り決めを結んだ ………３点以内 

h 現地を地頭と折半して相互の支配権を認めあった ………２点以内 

◎荘民 

i 地頭の非法を訴えた ………２点以内 

j (紀伊国)阿氐河荘の荘民の訴状で知られる行動をとった ………３点以内 
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(Ⅲ) 

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 
◎時習館などの教育機関 

a 藩校 ………２点以内 

b 藩士が対象とされた ………１点以内 

◎17世紀後半に岡山藩主が設立した教育機関や 18世紀前半に大坂町人が設立した教育機関などの教育機関 

c 郷校 ………２点以内 

※「17世紀後半に岡山藩主が設立した教育機関」「18世紀前半に大坂町人が設立した教育機関」の一方のみに対する指摘にとどまる場合は１点以内 

d 民衆・町人が対象とされた ………２点以内 

◎17世紀後半に岡山藩主が設立した教育機関 

e 池田光政による閑谷学校 ………２点以内 

◎18世紀前半に大坂町人が設立した教育機関 

f 懐徳堂 ………１点以内 

◎江戸に設立された蘭学系の私塾 

g 大槻玄沢による芝蘭堂 ………２点以内 

◎長崎郊外に設立された蘭学系の私塾 

h シーボルトによる鳴滝塾 ………２点以内 

◎大坂に設立された蘭学系の私塾 

i 緒方洪庵による適々斎塾 ………２点以内 

◎京都に設立された儒学系の私塾 

j 伊藤仁斎による古義堂 ………２点以内 

◎江戸に設立された儒学系の私塾 

k 荻生徂徠による蘐園塾 ………２点以内 

◎19世紀に各地で激増した教育機関 

l 寺子屋／手習塾 ………２点以内 

m 読み・書き・そろばんを指導した ………２点以内 

n 道徳・幕府の法を指導した ………１点以内 

(Ⅳ) 
◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 
◎対日講和会議の背景  

a 朝鮮戦争 ………２点以内 

b アメリカが日本の戦略的な価値を再認識していた ………１点以内 

c アメリカが日本を西側陣営に編入する動きを強めていた ………２点以内 

◎対日講和会議 

d サンフランシスコ講和会議 ………２点以内 

e サンフランシスコ平和条約が調印された ………２点以内 

f インドなどは出席しなかった ………２点以内 

g ソ連などは調印を拒んだ ………２点以内 

h 中華人民共和国と中華民国は招かれていなかった ………２点以内  

◎日本の対応 

i 吉田茂による ………２点以内 

j 西側諸国のみと講和した ………２点以内 

k 全面講和も主張されたなかでのものだった ………２点以内 

l 安全保障をアメリカに依存する方針をとった ………２点以内 

m 日米安全保障条約に調印した ………２点以内 

 


